
（基準本文）

なんだかわかりにくいなぁ…

この項目は「人」からの感染リスクを減らす対策の１つなん
じゃ。

「人」をリスクと考えたとき、感染リスクが比較的高い人を、
①他の畜産関係施設に立ち入った者
②過去１週間以内に海外から入国（帰国）した者

と考えて、基本的には立ち入りさせないルールにしようという
事じゃな。

とはいえ、飼養管理に関しては様々事情があるじゃろうから、
この通りじゃ農場の管理ができなくなるじゃろう。
そこで、従事者や獣医師、シャワーをする等、対象や方法を

限定した上で入っても良いことにしてるんじゃよ。

確かに一番出入りするのは、立ち入ってもやむを得ないとさ
れている従業員や飼料関係者じゃからな。
わかりにくいかもしれんが、基準に対して良い・悪い、とい
う視点だけでなく、「如何にリスクを減らすか」を考えるん
じゃな。
「いつもどおりだから良い」から、「いつもよりリスクを
もっと減らせないか」とな。

ん～、要はいつもどおり？って気がするんだけど…
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・・・・・、
うちは第１農場と第２農場があるから、作業者の行き

来をなるべく制限することも重要になってくるって事？

そこまで考えるとは、優等生じゃな！。
なかなか難しいかもしれんが出来るに越したことはないぞ。

加えるなら、この項目では他の畜産関係施設に立ち入った
者や海外に行った者が対象となっているが、家で鳥類を飼っ
ている従業員や狩猟を趣味にしている者についても考慮した
方がいいぞ。

それから、ルールを決めたら、「飼養衛生管理マ
ニュアル」（第４号参照）に記載するんじゃよ。
マニュアルの記載例を載せておくぞ。


